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日
本
国
民
で
①
、②
を
満
た

す
か
た

①
平
成
17
年
４
月
10
日
ま
で
に

生
ま
れ
た
か
た

②
令
和
4
年
12
月
30
日
ま
で
に

川
口
市
に
転
入
届
を
出
し
、

引
き
続
き
３
カ
月
以
上
お
住

ま
い
の
か
た

※
投
票
す
る
ま
で
に
埼
玉
県
内

の
市
町
村
に
転
出
し
、
転
出

先
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ

れ
て
い
な
い
か
た
は
川
口
市

で
投
票
で
き
ま
す
が
、
投
票

の
際
に
「
引
き
続
き
埼
玉
県

内
に
住
所
を
有
す
る
旨
の
証

明
書
」
を
提
示
す
る
か
、
投

票
所
に
て
引
き
続
き
埼
玉
県

内
に
住
所
を
有
す
る
旨
の
確

認
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。

※
投
票
前
に
県
外
へ
転
出
し
た

か
た
は
投
票
で
き
ま
せ
ん
。

①
平
成
17
年
４
月
24
日
ま
で
に

生
ま
れ
た
か
た

②
令
和
5
年
１
月
15
日
ま
で
に

川
口
市
に
転
入
届
を
出
し
、

引
き
続
き
３
カ
月
以
上
お
住

ま
い
の
か
た

※
投
票
前
に
市
外
に
転
出
し
た

か
た
は
投
票
で
き
ま
せ
ん
。

3
月
23
日
㈭
以
降
同
一
世
帯
分

を
世
帯
主
あ
て
に
ま
と
め
て
郵

送
し
ま
す
。
投
票
所
入
場
整
理

券
は
一
人
１
枚
で
、
投
票
所
名

と
案
内
図
が
記
載
さ
れ
て
い
ま

す
。
同
封
さ
れ
て
い
る
投
票
の

し
か
た
の
説
明
チ
ラ
シ
な
ど
を

併
せ
て
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
投
票
所
入
場
整
理
券

を
紛
失
し
た
と
き
や
、
届
か
な

い
場
合
で
も
、
選
挙
人
名
簿
に

登
録
さ
れ
て
い
れ
ば
投
票
で
き

ま
す
の
で
、
川
口
市
選
挙
管
理

委
員
会
へ
お
問
い
合
わ
せ
い
た

だ
く
か
投
票
所
係
員
に
お
申
し

出
く
だ
さ
い
。

　
仕
事
や
レ
ジ
ャ
ー
な
ど
で
投

票
日
に
投
票
区
内
に
い
な
い
か

た
や
、
病
気
や
妊
娠
な
ど
の
理

由
で
歩
行
が
困
難
な
か
た
な

ど
、
一
定
の
事
由
に
該
当
す
る

と
見
込
ま
れ
る
か
た
は
期
日
前

投
票
が
で
き
ま
す
。

　
期
日
前
投
票
は
住
所
に
か
か

わ
り
な
く
、
市
内
の
ど
の
期
日

前
投
票
所
で
も
投
票
で
き
ま
す
。

　
投
票
所
入
場
整
理
券
裏
面
の

期
日
前
投
票
宣
誓
書
に
住
所
、

氏
名
な
ど
を
記
入
の
上
、
持
参

し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
期
日

前
投
票
所
に
も
期
日
前
投
票
宣

誓
書
は
あ
り
ま
す
。

　
体
の
不
自
由
な
か
た
や
、
け

が
な
ど
に
よ
り
、
自
ら
候
補
者

の
氏
名
を
書
く
こ
と
が
で
き
な

い
か
た
は
、
投
票
所
の
係
員
に

お
申
し
出
く
だ
さ
い
。
係
員
が

候
補
者
の
氏
名
を
代
筆
し
ま

す
。

　
目
の
不
自
由
な
か
た
は
、
点

字
で
投
票
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
投
票
所
の
係
員
に
お
申
し

出
く
だ
さ
い
。

　
都
道
府
県
の
指
定
す
る
施
設

に
入
院
（
入
所
）
し
て
い
る
か

た
で
、
投
票
日
当
日
、
歩
行
が

困
難
で
あ
る
見
込
み
の
か
た
な

ど
は
、
そ
の
施
設
で
不
在
者
投

票
が
で
き
ま
す
。
詳
細
は
各
施

設
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
新
聞
折
り
込
み
で
お
届
け
し

ま
す
。
第
一
本
庁
舎
、
第
二
庁

舎
、
支
所
、
川
口
駅
前
行
政
セ

ン
タ
ー
、
鳩
ヶ
谷
庁
舎
、
公
民

館
、
図
書
館
、
駅
連
絡
室
に
も

あ
り
ま
す
。

※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載

し
ま
す
。

投
票
で
き
る
か
た
は

投
票
所
入
場
整
理
券

問い合わせ…選挙管理委員会事務局　i048-259-7941　k048-258-5877

身近な暮らしにかかわる大事な選挙です。あなたの１票を大切にしましょう。

期
日
前
投
票

●
埼
玉
県
議
会
議
員
一
般
選
挙

●
川
口
市
議
会
議
員
一
般
選
挙

統一地方選挙

埼玉県議会議員一般選挙 川口市議会議員一般選挙

4 9日 はは
4 23日

代
理
投
票

点
字
投
票

入
院
な
ど
を
し
て
い
る
か
た

選
挙
公
報
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の投票日です

※

投
票
日
当
日
は
、
投
票
所

入
場
整
理
券
で
指
定
さ

れ
た
投
票
所
以
外
で
は

投
票
で
き
ま
せ
ん
。

！
注
意

期日前投票所
期 日 前 投 票 期 間

埼玉県議会議員
　 一般選挙

第一本庁舎

川口駅前行政センター

鳩ヶ谷庁舎

芝・神根・新郷支所
戸塚・安行公民館

8：30～
　　20：00
10：00～
　　20：00
10：00～
　　20：00
10：00～
　　17：00

４月１日(土)
▼

８日(土)

４月２日(日)
▼

８日(土)

４月１７日(月)
▼

２２日(土)

川口市議会議員
　 一般選挙

時　間
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市議会から、より豊かな川口市へ

議員提案による新たな政策条例を制定
昨年12月定例会で、議員提案による「川口市障害のあるなしに関わらず共に学び成長する子ども条例」
と「大きな声で川口が大好きだと叫んでみませんか川口プライド条例」が制定されました。
どちらの条例も令和５年４月１日から施行されます。

議員が提案する条例のうち、市民の暮らしに直結する市の施策に関するものです。担当部局単位にとどまらない市全
体を見渡した立場から、市民の要望を反映した条例を提案することができます。なお、川口市議会では、今回の条例
を含め、これまでに１１条例を制定しており、その内容や件数の多さから、全国有数の先進市議会の一つとしての地
位を確立しています。

●川口市中小企業振興条例　　　　　　　　　　　  ●川口市動物の愛護及び管理に関する条例
●川口市歯科口腔保健の推進に関する条例　　　　  ●川口市町会・自治会への加入及び参加の促進に関する条例
●川口市文化芸術振興条例　　　　　　　　　　　  ●川口市犯罪被害者等支援条例　
●川口市いじめを防止するためのまちづくり推進条例　●川口市マンション管理適正化推進条例　
●川口市手話言語条例

問い合わせ…議会事務局　i048-257-1405　k048-257-5500
詳細は市議会ホームページを
ご覧ください。

川口市障害のあるなしに関わらず
共に学び成長する子ども条例

　インクルーシブ教育と保育の
　　実現に向けた環境整備！！

　条例制定の背景
障害のある子どもが教育や保育を受ける上でのさまざまな
課題を解決するためには、社会が一体となり、誰一人取り
残さないという気持ちを持たなければなりませんが、その
意識が十分に醸成されているとは言い切れません。全ての
子どもが共に学び成長するためには、障害の種別や程度に
応じて子ども一人一人に寄り添う社会の醸成に最優先で取
り組む一方で、行政や市民のそれぞれの役割を明確にし、
果たすべき責務を実行するための目的に特化した環境整備
が必要です。

　条例のポイント
●インクルーシブ教育と保育が実施できる市の実現を目指
します。
※インクルーシブ教育と保育とは…
　障害の有無に関係なく、全ての子どもが共に学び成長
する環境において行われる教育と保育のこと。

●市は、市民の障害に対する理解促進を図ることや、医療
的ケアを必要とする子どもへの支援などに取り組みま
す。また、その施策を実施するために必要な、財政上の
対策をとるよう努めるものとします。
●市民は、障害に関する理解を深めるとともに、障害のあ
る子どもやその家族に対し、それぞれの立場でできる配
慮や支援に努めるものとします。

大きな声で川口が大好きだと叫んで
みませんか川口プライド条例

　いつまでも住み続けたいまち川口の
　　実現に向けた川口プライドの醸成！！

　条例制定の背景
令和４年度に実施した総合計画のための市民意識調査におい
て、本市に住み続けたいとの回答が85.3％を占める高い割
合である一方、誇れる魅力があるとの回答が35.3％と低い
割合になっています。また、市民の価値観は多様化し、地域
における連帯意識の希薄化が懸念されています。いつまでも
住み続けたいまち川口の実現には、誇れる魅力を向上させ、
川口に愛着や誇りを持つ心を育むとともに、市民、通勤・通
学者、市にゆかりのあるかたの一体感を醸成できるような取
り組みが必要です。

　条例のポイント
●川口プライドを育み、いつまでも住み続けたいまち川口の
実現を目指します。
※川口プライドとは…
　川口に対する愛着、誇り、共感を持ち、自ら進んで、大
きな声で川口が大好きだと叫びたくなるほど、川口をも
っと良くしていこうとする心意気のこと。

●市民、通勤・通学者、市にゆかりのあるかたは、川口の魅
力を再発見すること、発信・共有すること、魅力を高める
活動に自ら関わることを自由に楽しみます。
●市は、魅力を高める事業を推進するとともに、市内外に向
け積極的に発信し、協力してもっと川口を楽しくします。
また、その取り組みを推進するために必要な、財政上の対
策をとるよう努めるものとします。

これまでに制定した政策条例

議員提案による政策条例とは


